
酒　類　業  界　の  変  化

（製造業者） （卸売業者） （小売業者） （料飲店・家庭）

 

課税数量：9,324千kl 販売数量：9,749千kl 

 
 

 

 

 

課税数量：10,015千kl 販売     販売数量：10,254千kl 

 (107.4%)  (105.3%)

１　会計年度ベースの数値である。

     ２  卸売業者数及び卸売販売数量は、実態調査(「酒類販売業者の概況」国税庁調べ)による。

《参考》 戦後最高値

⑥消費数量：９，６５７千 （Ｈ８年）、⑦成人人口：９，９６８万人（Ｈ１２年）、⑧成人１人当り消費量：１０１，６  （Ｈ６年）　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　（⑤小売販売場数：１４０，０１０場（Ｈ１２年））　　　　　　　

 （Ｈ１１年）、③卸売業者数：２，１３３者（Ｓ４９年）、④卸売販売数量：１０，５６５千  （Ｈ８年）、⑤小売販売場数：１４０，７５８場（Ｈ１１年）、

     ３  小売業者の販売場数及び販売数量は、国税庁統計年報書による。なお、販売場数は、全
      酒類小売免許場数（一般及び大型）であるが、卸 ・ 小売兼業免許場及び期限付免許場数は
      含まない。

　 　４　平成12年度は、免許年度（通常9月から翌年8月まで）が短縮され、1月から8月までとされ
　　　たため、3月末までの新規免許付与場数は通常年度より少なくなっている。
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①製造場数：１２，４５５場（Ｓ２０年）、②酒税課税数量：①製造場数：１２，４５５場（Ｓ２０年）、②酒税課税数量：１０，１６６千kl
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